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 新株発行無効の訴えについて、無効原因の有無とその認容の見通しについて、最高裁判

例を踏まえて論じることを求める。 
株式発行無効の訴え提起にあたっての形式的な要件（X の原告適格、期間制限）について、

全体の３０％の配点を与える。 
株式発行無効原因については、法令に明文での規程が存在しない。この基本的知識を前

提とした上で、株式発行無効原因についての判例を踏まえて、本件おける各問題について

検討することを求める。X への招集通知をしないままに取締役会を開催したという手続瑕疵

について３０％、時価の２５％を下回る大幅に有利な価格で発行したことについての検

討・評価に対して４０％の配点を与える。 
 
 
 
 
 
 
 


